
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かとう知っとこ情報（第 136 版） 

ホームページ・Instagram・Facebook でも情報発信中！ 
発行日：令和 7 年 9 月 2２日 
発 行：加 東 市 商 工 会 

令和 7 年度税制改正による

所得税の基礎控除の見直し等について（源泉所得税関係）

令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別

控除」の創設が行われました。  

これらの改正は、原則として、令和７年 12 月１日に施行され、令和７年分以後の所得税について適用 

されます。  

このため、令和７年 12 月に行う年末調整など、令和７年 12 月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

（令和７年 11 月までの源泉徴収事務には変更は生じません。） 

詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【国税庁ホームページ】 

令和 7 年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について  

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm） 

小規模事業者持続化補助金（通常枠） 

【事業目的】 

小規模事業者※1 等が経営計画を自ら策定し、商工会、商工

会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援  

※1 従業員数が「商業・サービス業（宿泊業、娯楽業を除

く）」の場合５人以下、製造業またはそれ以外の業種

の場合２０人以下である事業者 

【補助上限】 

５０万円 

（特例を活用した場合は最大２５０万円） 

【補助率】 

 ２／３ 

【第１８回公募スケジュール】 

※予定は変更される場合があります。 

申請受付開始：令和７年１０月 ３日（金） 

申請受付締切：令和７年１１月２８日（金）17：00 

※申請には「ＧビズＩＤプライム」のアカウント 

取得が必要です。 

ＧビズＩＤを取得 https://gbiz-id.go.jp/top/ ➡ 

BCP・事業継続力強化計画作成セミナー 

近年増加する自然災害などのリスクに備え、災害時の

事業継続に役立つ「BCP・事業継続力強化計画」作成

セミナーを開催します。緊急時の備えと復旧対応力を

高めるため、ぜひご参加ください。 

日 時：令和７年 10 月 24 日（金）19：00～21：00 

会 場：加東市商工会館 2 階大会議室 

講 師：藤尾 政明 氏【中小企業診断士】 

お問合せ：加東市商工会 業務推進課 西岡・田中 

    TEL 0795-42-0253 

認定を受けた企業に対する支援策 

・ロゴマークの活用 

（ＨＰや名刺等で認定の PR が可能） 

・低利融資等の金融支援 

・防災・減災設備に対する税制措置 

・補助金の加点措置 

・中小企業庁 HP での認定企業公表 

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
https://gbiz-id.go.jp/top/


農業体験会開催しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業予定者および創業間もない事業者を対象に、新規創業に必要な知識の習得や創業者同士のネットワ 

ーク構築のため、創業者交流会を開催します。 

「創業を目指しているけど不安なことがある」、「創業したけど軌道に乗せて成功するためのヒントが欲 

しい」等、創業時のお悩みに講師がお答えします。多数のご参加をお待ちしております。 

【対 象 者】 ・加東市内在住または加東市内で創業を計画している創業予定者（希望者） 

       ・開業後おおむね 3 年以内の創業者 

【日  時】   令和 7 年 10 月 2 日（木）午後 6 時３０分～午後９時３０分 

【会  場】  加東市商工会館 ２階大会議室 

【会  費】  １,０００円（飲食代含む） 

【定  員】  ３０名（先着順） 

※詳細は加東市商工会ホームページのお知らせをご覧ください。 

https://www.katosci.or.jp/                              お申し込みフォーム 

上滝野に米糀を使ったカラダ喜ぶ店『喫茶 Pearl パール』オープン！ 

兵庫県の新しい最低賃金は 1,116 円 令和７年 10 月 4 日からスタート 

2025 年（令和 7 年）の兵庫県の最低賃金が、時間額 1,116

円に引き上げられることになります。これは現行の1,052円

から 64 円の引き上げとなります。この新しい最低賃金は、

令和７年 10 月 4 日（土）から職種・年齢に関わらず、パー

ト、アルバイトの方を含むすべての労働者に適用されます。 

～ 創業された大富さまからのメッセージ ～ 

『Pearl パール』には日本の宝石真珠のように白く美しく輝

く米と人を育て守りたいとの想いが込められています。 

８月１日から無農薬自家栽培『イセヒカリ』の糀の甘さを活

かした本格スムージー『米米糀果実』を販売！こだわりは本

物の果実をゴロっとまるごと使用！リッチで濃厚な質感！

白砂糖不使用の天然の甘み！お客様の注文から１杯ごとに

気持ちを込めて手でブレンダーを回すので、いつでもつくり

たて！美味しく！手軽に！ほっと心地よいひと時と健康習

慣をお届けしています。冬はホットスムージーを販売予定！

テイクアウト可能ですので、お気軽にお立ち寄りください。 

喫茶 Pearl パール 

加東市上滝野 2083 

営業時間１０時～１７時 

定休日 月曜日＋不定休 

080-6713-4122 

代表者 大富 千晶     Instagram 

https://www.katosci.or.jp/

